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	令和４年10月20日
静岡県警察本部交通部
交通企画課
運転者教育課
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①運転前（させる）に免許・車検証を必ず確認
　②車両区分と必要免許の車内・エンジンキー等への表示
③代車やレンタカーについても確認を徹底




オレも普通免許で、このトラックをずっと運転してるから大丈夫だ！！








(・・・？なんか気になるけど、社長がそう言っているから大丈夫だよな・・？。)わかりました。行ってきます！！





おい、シズオ！免許取れてよかったな。おめでとう。


早速、そこのトラックで現場に行ってくれ。





社長、了解っす。でもこのトラック、オレ普通免許しかないけど、運転して大丈夫っすか？


そこのトラックで急ぎで買出しに行ってきてくれ











社長！シズオくん！それは本当に運転してよい車ですか？


　免許制度は社長が免許を取得した頃とは変わっています！


例えば、平成19年６月２日～平成29年３月11日に取った普通免許は、現在は準中型免許(５t限定)とみなされています。








の無免許運転











もし、普通免許で準中型車を運転してしまうと・・・


「無免許運転」となり、


　　　３年以下の懲役又は50万円以下の罰金、違反点数25点(免許取消)


の対象となります。








